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保護者の皆さまへ 

 

令和５年１０月現在 
こども育成部学童保育課 

 

 

令和６年度学童保育室入室申請手続きのご案内 
 

 
 本市では、保護者が就労等により家庭に不在の主に小学１年生から３年生までの児童を

対象に、健全な育成を図ることを目的として学童保育室を開室しています。 

 令和６年度の入室を希望される方は、内容をご確認のうえ、お申込みください。 

 

 

 Ⅰ 学童保育事業の概要（Ｐ１～Ｐ４） 

 Ⅱ 入室申請受付について（Ｐ５～Ｐ６） 

 Ⅲ 入室申請書類について（Ｐ７～Ｐ９） 

Ⅳ 注意事項（Ｐ９） 

Ⅴ お問い合わせ先（Ｐ９） 

Ⅵ 記入例（Ｐ10～Ｐ13） 

 

Ⅰ 学童保育事業の概要 

 

 １  開室場所  市立各小学校内の学童保育室 

（清溪・忍頂寺小学校を除く 30校） 

※清溪・忍頂寺小学校の児童は、山手台学童保育室をご利用いただ 

きます。 

 
 ２  活動場所  学校敷地内での活動とし、安全等が確保でき、費用負担が伴わない

場合は、校区内及びその周辺での活動を行います。 

 

 ３  開室期間  令和６年４月１日から翌年３月 31日まで 

ただし、日曜日・祝日・祝日の振替休日及び 12月 29日～１月３日 

及び３月 31日は閉室します。 
 

４  開室時間   (1）小学校の授業のある日は、児童の授業終了後から午後５時まで 

（2）土曜日及び学校休業日は、午前８時 15分から午後５時まで 

（3）午後７時まで時間延長可。ただし、保護者等の迎えが原則 
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５  入室資格    学童保育室に入室できる児童は、市内に住所を有し、次の(1)、(2)

のいずれにも該当する児童です。 

(1)授業の終了後から午後５時頃まで、保護者が就労、疾病その他の

理由により、家庭に不在である状態が月間 15日以上あり、かつ、

その状態が３月以上継続すること。 

(2)次のいずれかに該当する小学校（特別支援学校の小学部を含む。）

第１学年から第３学年までの児童であること。ただし、第３学年

から継続して入室している支援学級又は特別支援学校に在籍する

児童にあっては、第６学年までの児童であること。 

  なお、第３学年時に学童保育室に入室している児童で、第４学年

時から支援学級入級が決定（予定）している児童も含む。 

ア 茨木市立小学校に在籍する児童 

イ 大阪府立特別支援学校に在籍し、保護者による送迎が可能な

児童 

※ただし、育児休業中の場合（産前産後休業中は利用可能）や、上記
(1)(2)の条件を満たしていても受入れが困難であると判断した場

合、又は特別な事情を除いて、18歳以上 70歳未満の無職の同居人

が在宅されている家庭の児童は、入室できません。 

 

６  職  員    職員として、任期付短時間勤務職員を配置します。また、在籍児童数

の状況等により、会計年度任用職員を別途配置します。 
 

７  利 用 料    ３ページ表１ 学童保育室利用料一覧表参照 

※市民税均等割のみ課税世帯への学童保育室利用料減額制度があり

ます。詳しくはお問い合わせください。 

 

８ 受入可能人数   学童保育室ごとに受入可能人数を設けています。その人数を超えて申
請があった場合は、公正な方法により選考を行い、原則として、超え

た人数の児童を待機（欠員が生じた場合に順次入室）とします。 

※４ページ表２ 令和５年度学童保育室受入可能人数一覧表参照 

 

９  保険加入    学童保育室への入室に伴い、学童保育中の事故やけがに対する「スポ

ーツ安全保険」に加入していただきます。なお、加入手続きは学童保
育課において行います。 

※保険料は、入室月の利用料とあわせてお支払いいただきます。 

保険料…年間１人 800円 

※スポーツ安全保険の資料は、後日学童保育室で配付します。 

 

 

 保険補償の概要（令和５年10月現在の内容です） 

 ①通院：日額 1,500円 

 ②入院：日額 4,000円  ※入院・通院は１日目から補償となります。 

 ③賠償責任保険：身体・財物賠償合計１事故５億円 

         ただし、身体賠償は１人１億円 

  ※上記以上の補償を希望される場合は、各自で任意保険に加入してください。 
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表１ 

  

学童保育室利用料一覧表                         （月額：円） 

階層区分 

月曜日から金曜日まで 月曜日から土曜日まで 

１人目 
２人目以上 

（１人につき） 
１人目 

２人目以上 

（１人につき） 

A生活保護世帯 ０ ０ ０ ０ 

B市町村民税非課税世帯 ０ ０ ０ ０ 

C市町村民税所得割額 

48,600円未満の課税世帯 
５，０００ ２，５００ ６，０００ ３，０００ 

D市町村民税所得割額 

48,600円以上 57,700円未満

の課税世帯 

６，０００ ３，０００ ７，２００ ３，６００ 

E市町村民税所得割額 

57,700円以上 97,000円未満

の課税世帯 

７，０００ ３，５００ ８，４００ ４，２００ 

F市町村民税所得割額 

97,000円以上の課税世帯 
８，０００ ４，０００ ９，６００ ４，８００ 

※所得割額は税額控除等（寄附金控除や住宅借入金特別控除等）を控除する前の金額です。 

 

 

学童保育室利用料一覧表（延長利用分）                             （月額：円） 

区   分 月曜日から金曜日まで 月曜日から土曜日まで 

生活保護世帯 ０ ０ 

生活保護世帯以外 ３，０００ ３，６００ 
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表２ 

 

令和５年度学童保育室受入可能人数一覧表 

 学童保育室名 電 話 番 号 人数※1  学童保育室名 電 話 番 号 人数※1 

1 大池 学童保育室 072-633-5188 180人 16 郡山 学童保育室 072-643-9201 84人 

2 茨木 学童保育室 072-625-2201 180人 17 春日丘 学童保育室 072-625-4163 126人 

3 中津 学童保育室 072-633-0125 131人 18 郡 学童保育室 072-641-0795 69人 

4 中条 学童保育室 072-625-4162 180人 19 畑田 学童保育室 072-626-0208 90人 

5 三島 学童保育室 072-625-2204 90人 20 天王 学童保育室 072-625-2288 135人 

6 太田 学童保育室 072-641-0400 122人 21 沢池 学童保育室 072-625-2243 86人 

7 東 学童保育室 072-633-5161 87人 22 穂積 学童保育室 072-625-9717 86人 

8 庄栄 学童保育室 072-625-2203 131人 23 東奈良 学童保育室 072-635-5797 87人 

9 白川 学童保育室 072-634-5732 86人 24 西 学童保育室 072-627-1241 62人 

10 西河原 学童保育室 072-625-7925 45人 25 耳原 学童保育室 072-641-1223 131人 

11 玉櫛 学童保育室 072-633-0221 90人 26 福井 学童保育室 072-641-1708 45人 

12 玉島 学童保育室 072-633-0028 122人 27 山手台 学童保育室 072-649-1366 129人 

13 水尾 学童保育室 072-633-5186 120人 28 安威 学童保育室 072-643-9000 45人 

14 葦原 学童保育室 072-633-5165 88人 29 豊川 学童保育室 072-643-9500 45人 

15 春日 学童保育室 072-625-2202 180人 30 彩都西 学童保育室 072-641-2704 128人 

 

※１ 令和５年度の受入可能人数実績です。人数は学校の状況等により変更になる場合があります。 
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Ⅱ 入室申請受付について 

≪一斉受付≫ 

 令和６年４月１日から入室される方を対象に、次のとおり受付を実施します。なお、一

斉受付期間内の申請は先着順ではありません。 

 

１ 郵送による申請 

 期  間：令和５年 11月１日(水)～12月 11日(月)必着 

※12月 12日（火）以降に到着した郵送申請は随時受付扱いとなります。 

また、受付開始前に申請書類が届いた場合は、11月１日の受付となります。 

 送 付 先：〒567-8505 茨木市駅前三丁目８番 13号 こども育成部学童保育課宛 

※封筒表面に「入室申請書類在中」とご記入ください。 

なお、郵便料金に不足があると受付できません。必ず郵便物の大きさ、重さ

及び料金をご確認ください。 

（参考：定形郵便 50ｇ以内・94 円、定形外郵便 50ｇ以内・120 円、定形外

郵便 100ｇ以内・140円） 

 

２ 窓口申請（完全予約制） 

 場  所：茨木市役所南館３階 学童保育課 

 期  間：令和５年 12月５日(火)～11日(月) 

      午前９時 30分～午後７時 【ただし 11日(月)は午後５時 15分まで】 

※12月９日(土)は受付します。10日(日)は受付しません。  

 予約方法：11月１日（水）から予約を開始いたします。予約希望日の２日前までに、茨

木市のホームページからご予約をお取りください。「各課のご案内」→「こ

ども育成部学童保育課」→「メニュー」→「令和６年度学童保育室入室申込

みについて」からご予約いただけます。 

 

３ 継続利用受付 

  学童保育室に入室中の方が、令和６年４月１日から継続して入室を希望される場合、

入室中の学童保育室で入室申請の受付ができます。（上記１及び２の方法でも受付可） 

期  間：令和５年 11月８日(水)～14日(火) 

※11日(土)は受付します。12日(日)は受付しません。 

平日：午後５時 15分～午後７時 土曜日：午前９時～午後４時 

 

【継続利用受付の注意事項】 

(１)入室申請書類は、保護者が直接持参し児童には持たせないでください。 

(２)受付期間外および受付時間外の、入室申請書類提出はできません。 

(３)次の①～③のいずれかに該当する場合は、学童保育室での受付はできません。該当す

る方は、郵送もしくは窓口申請（完全予約制）により、入室申請をしてください。 

 ①継続利用の児童と同時に、新規入室申請する児童がいる場合 

  (例)継続利用の新小学３年生の兄と、新小学１年生の弟の新規入室申請をする等 

②新学年から市内の他小学校に転校する場合 

③継続利用の受付期間を過ぎた場合 

 



 

- 6 - 

≪随時受付≫ 

 一斉受付後の受付です。郵送もしくは窓口申請が選択可能です。 

 受付日から入室までは、審査・手続きのため最短で８営業日かかります。 

 なお、受付時点で申請人数が定員に達している場合は、待機となる場合があります。 

 

 １ 郵送による申請 

  期  間：令和５年 12月 12日(火)～ 

       ※到着日が受付日となります。 

  送 付 先：〒567-8505 茨木市駅前三丁目８番 13号 こども育成部学童保育課宛 

 

 ２ 窓口申請（予約制ではありません） 

  場  所：こども育成部 学童保育課（市役所南館３階 23番窓口） 

  期  間：令和５年 12月 12日(火)～ 

午前８時 45分～午後５時 15分 (閉庁日を除く) 
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Ⅲ 入室申請書類について 

 記入例（Ｐ10～13）を参照のうえ、黒ボールペンでご記入ください。 

※鉛筆や、摩擦で消えるペンは使用しないでください。 

必要書類が全て揃っていないと受付できません。（3）は特にご注意ください。 

 

※(1)～(5)は、すべての方にご提出いただく書類です。 

※(6)～(8)は、該当者・希望者のみご提出いただく書類です。 

 

(1) 入室申請書類確認表 

必要枚数 世帯につき１枚 

(2) 入室許可申請書 

必要枚数 児童一人につき１枚 

(3) 勤務等証明書、入院等証明書 他 

必要枚数 保護者及び令和６年４月１日時点で 18歳以上 70歳未満

の同居者（児童の兄弟・姉妹を除く）全員分について、①～⑤の

いずれかを各世帯につき１枚ずつ 

※今年度より様式を変更しておりますが、旧様式を使用していただ

いてもかまいません。 

※入室希望曜日が月～土の場合、この書類で土曜日が勤務・授業日

等であることを確認させていただきます。 

※休日欄の曜日・日数を、誤って記入されて受付できない場合があ

ります。申請前に記載内容をよくご確認ください。 

 訂正する場合は、まちがった部分を二重線で消し、勤務先の印鑑

（社印等）を押してもらってください。 

※申請日の時点で求職中の方は、受付できません。 

※令和６年５月１日以降も育児休業中の方は、一斉受付期間の受付

はできません。 

① 事業所等勤務の方は、「勤務等証明書」欄の所属部課名、電話番号、

採用年月日、休日、勤務時間について、勤務先事業者の代表者に記

入及び押印をしてもらってください。 

② 自営業の方は、「自営業申立書」欄に、氏名、従事時間、業種、屋

号、所在地、電話番号を記入及び押印してください。なお、専従者

については、同一用紙の「自営業に従事する家族名」欄に、氏名、

従事時間を記入してください。 

③ 疾病等により児童の監護に欠ける方は、疾病等の内容と監護に欠け

る旨を、医師に「入院等証明書」に記入してもらってください。 

④ 内職の方は、「内職等証明書」欄の発注者の証明欄について内職発

注者の代表者に記入及び押印をしてもらってください。 

⑤ 専門学校等通学により児童の監護に欠ける方は、在学証明書及び授

業の時間割（時間・日数の分かるもの）を提出してください。 

(4) 学童保育入室児童個人シート 

必要枚数 児童一人につき１枚 
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(5) 同意書 

必要枚数 世帯につき１枚 

入室要件の確認、利用料の算定及び利用料の滞納があった場合の情

報照会のため、各世帯の住民基本台帳、課税台帳等の閲覧及び関係

機関への情報照会に係る同意をいただくための書類です。 

保護者がお二人の場合は、お二人とも記入・押印してください。 

※自署の場合は押印不要です。 

         (6) 利用料の算定に関する書類 

必要枚数 世帯につき１枚 

次の①～③の区分をご確認の上、該当する書類をご提出ください。 

必要書類の提出がない場合は、階層Ｆの世帯として取り扱います。 

※利用料の区分は、Ｐ３表１のとおり。 

 

区 分         必 要 書 類                        

① 令和５年１月１日

時点で茨木市に住

民登録をしている

方 

 同意書を提出されていればその他の提出書類はありません。 

 ※市の保有する課税情報を基に利用料を算定します。 

 

② 令和５年１月１日

時点で茨木市外に

住民登録をしてい

る方 

 令和５年度市･府民税課税証明書をご提出ください。 

※令和５年度中に提出済みの場合、再度の提出は不要です。 

※ 生計を同じくするすべての方の証明書が必要です。ただし、

配偶者控除の適用を受けている方の証明書は不要です。 

③ 生活保護世帯 生活保護証明書（Ａ４サイズの書類） 

 

        (7) 口座振替依頼書（Ｂ５サイズ、４枚複写） 

必要枚数 各世帯につき１枚（ただし、令和５年度以前の学童保育

室利用料の支払いに使用していた口座(※)を引き続き使用する場

合は提出不要。） 

※今回入室する児童の兄・姉等の口座もそのまま使用できます。 

利用料のお支払いは便利・安全・確実な口座振替をご利用ください。 

① １・２枚目に銀行届出印の押印をお願いいたします。 

② 記入内容を修正する場合は、二重線で取消のうえ、銀行届出印を押

印してください。（届出印以外の訂正印は不可。） 

③ 現在お支払いの口座を変更される場合は、変更後の口座をご記入の

うえ、ご提出をお願いします。 

④ 当月分を当月 30日（２月は 28日。金融機関が休業日の場合は翌営

業日。）に振替処理をします。 

⑤ 残高不足等で口座振替ができなかった場合は、納入通知書を郵送し

ます。（再度の引き落としはできません。） 

⑥ 口座振替依頼書の提出がない場合は、４月に納入通知書を郵送しま

す。 
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(8) 住居の賃貸契約書または売買契約書の写し（該当する場合のみ） 

① 申請時に茨木市外に在住で、令和６年３月末日までに市内へ転居 

予定の方はご提出ください。 

    ② 転入・転居等により、令和６年４月に申請時の住所と異なる校区の 

小学校に在籍予定の方はご提出ください。 

Ⅳ 注意 

１ 学童保育室は、毎年入室申請手続きが必要です。 

２ 利用開始前に利用料・会費に滞納がある場合は、入室できません。 

３ 書類提出後に申請内容に変更が生じた場合は、速やかにご連絡ください。 

４ 申請書提出後に入室申請を取り消す場合は、必ず学童保育課で手続きをお願いしま

す。手続きがない場合は在籍扱いとなり、利用料・保険料が賦課されます。 

 

 

Ⅴ お問い合わせ先 

   茨木市こども育成部学童保育課 (茨木市役所南館３階 23番窓口) 

   〒567-8505 茨木市駅前三丁目８番 13号 電話 072（620）1801（直通） 

 

 



 

- 10 - 

Ⅵ 記入例 
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